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ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
二
年
文

部
科
学
省
告
示
第
八
十
八
号
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

（
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

一
部
改
正
）

改

正

前

（
令
和
三
年
六
月
三
十
日

一
部
改
正
）

（
研
究
機
関
の
長
の
了
承
）

第
十
一
条

研
究
責
任
者
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
当
た
っ
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
書
を
作
成
し
、
研
究
計
画
の
実
施
に
つ
い

て
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

研
究
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

一
～
八

［
略
］

九

細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法

十

［
略
］

（
研
究
計
画
の
変
更
）

第
十
四
条

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及

び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
変
更
書
を
作
成
し
て
、
研
究
機

関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
了

承
を
求
め
ら
れ
た
研
究
機
関
の
長
は
、
当
該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い

て
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基

づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。

２
・
３

［
略
］

４

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画

変
更
書
を
作
成
し
て
、
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。

５

［
略
］

（
研
究
機
関
の
長
の
了
承
）

第
十
一
条

研
究
責
任
者
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
当
た
っ
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
書
を
作
成
し
、
研
究
計
画
の
実
施
に
つ
い

て
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

研
究
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

一
～
八

［
同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

九

［
同
上
］

（
研
究
計
画
の
変
更
）

第
十
四
条

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及

び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
変
更
書
を
作
成
し
て
、
研
究
機

関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
了

承
を
求
め
ら
れ
た
研
究
機
関
の
長
は
、
当
該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い

て
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基

づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。

２
・
３

［
同
上
］

４

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ

る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画

変
更
書
を
作
成
し
て
、
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。

５

［
同
上
］
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（
個
人
情
報
の
保
護
） 

第
十
九
条 

研
究
機
関
を
有
す
る
法
人
の
代
表
者
及
び
行
政
機
関
の
長

等
の
事
業
者
及
び
組
織
の
代
表
者
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
人
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
・
医
学
系
研

究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
令
和
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・

経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
に
準
じ
た
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す

る
。 

（
個
人
情
報
の
保
護
） 

第
十
九
条 

研
究
機
関
を
有
す
る
法
人
の
代
表
者
及
び
行
政
機
関
の
長

等
の
事
業
者
及
び
組
織
の
代
表
者
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
人
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
・

医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
令
和
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生

労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
に
準
じ
た
措
置
を
講
じ
る
も

の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 


